
規

則

告

示

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
四
十
六
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
株
式
会
社
殖
産
銀
行
の
項
中｢

株
式
会
社
殖
産
銀
行｣

を｢

株
式
会
社
き
ら
や
か
銀
行｣

に
改
め
、｢

福
島
支
店｣

の
下
に｢

、
郡
山
支
店｣

を
加
え
、
同
表
株
式
会
社
山
形
し
あ
わ
せ
銀
行
の

項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
五
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

出
納
局
公
金
管
理
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
な
書
籍
及
び
映
画
と
し
て
、
次
の
も
の
を
推
奨

す
る
。平

成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

推
奨
番
号

名

称

制
作
者
又
は
配
給
者

備

考

一
七
二

東
京
・
ド
ヤ
街
物
語

ち
か

今
西
乃
子
・
著(

株

推
奨
対
象

中
学
生
、
高

い
家
族
と
お
い
家
族

式
会
社
ポ
プ
ラ
社)

校
生
、
青
年
及
び
一
般

一
七
三

い
の
ち
の
お
は
な
し

日
野
原
重
明
・
文
、
推
奨
対
象

小
学
生

村
上
康
成
・
絵(

株

式
会
社
講
談
社)

一
七
四

ク
ジ
ラ
雲
と
夏
帽
子

福
永
眞
由
美
・
著

推
奨
対
象

小
学
生(

低

(

檀
の
会)

学
年)

一
七
五

不
都
合
な
真
実

パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
・
ク

推
奨
対
象

中
学
生
、
高
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び

に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

三
三
二

告

示

○
青
少
年
に
有
益
な
書
籍
及
び
映
画
と
し

て
推
奨
す
る
件

三
三
二

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定

す
る
件

三
三
三

○
第
十
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
を
定
め
た

件

三
三
三

○
福
島
県
ニ
ホ
ン
ザ
ル
保
護
管
理
計
画
を

定
め
た
件

三
三
三

○
福
島
県
カ
ワ
ウ
保
護
管
理
計
画
を
定
め

た
件

三
三
三

○
福
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
に

係
る
公
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
件

三
三
三

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

通
知
が
あ
っ
た
件

三
三
四

公

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

三
三
四

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す

る
件

三
三
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件
二
件

三
三
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
に
変
更
が

あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
三
六

○
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ

っ
た
件

三
三
六

○
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
に
つ
い
て
通

知
が
あ
っ
た
件

三
三
六

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
病
院
事
業
職
員
公
舎
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

三
三
六

福
島
県
警
察
本
部

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

三
三
七

福
島
県
土
地
収
用
委
員
会

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
土
地
の
収
用
等
に

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
件

三
三
七

正

誤

○
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第

三
十
号
中

三
三
八



ラ
ッ
シ
ッ
ク
ス
／
Ｕ

校
生
、
青
年
及
び
一
般

Ｉ
Ｐ
映
画
配
給

(

県
民
環
境
総
務
領
域
青
少
年
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
有
害
な
も
の
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

指
定
番
号

種
類

名

称

等

発

行

者

指
定
理
由

六
四
四
六

雑
誌

女
子
ア
ナ
恥○
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ハ
プ
ニ
ン

株
式
会
社
桃
園
書
房

著
し
く
青

グ

ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ

少
年
の
性
的

(

６
６
７
８
９
―
１
６)

感
情
を
刺
激

し
、
そ
の
健

六
四
四
七

雑
誌

プ
レ
ミ
ア
Ｄ
Ｖ
Ｄ
お
宝
愛
蔵
館

株
式
会
社
桃
園
書
房

全
な
育
成
を

４
月
号

阻
害
す
る
お

(

１
７
８
５
５
―
４)

そ
れ
が
あ
る
。

(

県
民
環
境
総
務
領
域
青
少
年
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
第
十
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

第
十
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
書

二

縦
覧
の
場
所

福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
領
域
自
然
保
護
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部

県
民
生
活
グ
ル
ー
プ(

南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
、
県
民
環
境
部
県
民
環
境
グ
ル
ー
プ)

(

環
境
共
生
領
域
自
然
保
護
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
ニ
ホ
ン
ザ
ル
保
護
管
理
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

福
島
県
ニ
ホ
ン
ザ
ル
保
護
管
理
計
画
書

二

縦
覧
の
場
所

福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
領
域
自
然
保
護
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部

県
民
生
活
グ
ル
ー
プ(

南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
、
県
民
環
境
部
県
民
環
境
グ
ル
ー
プ)

(

環
境
共
生
領
域
自
然
保
護
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
カ
ワ
ウ
保
護
管
理
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

福
島
県
カ
ワ
ウ
保
護
管
理
計
画
書

二

縦
覧
の
場
所

福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
領
域
自
然
保
護
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部

県
民
生
活
グ
ル
ー
プ(

南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
、
県
民
環
境
部
県
民
環
境
グ
ル
ー
プ)

(

環
境
共
生
領
域
自
然
保
護
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
に
係
る
貸
付
金
の
償
還
金
の
収
納
の
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

福
島
県
森
林
組
合
連
合
会

福
島
市
中
町
五
番
一
八
号

福
島
県
北
森
林
組
合

同

市
岡
部
字
前
田
一
三
七
番
地
一

郡
山
市
森
林
組
合

郡
山
市
�
瀬
町
多
田
野
字
本
郷
二
二
八

田
村
森
林
組
合

田
村
市
常
葉
町
西
向
字
堂
ヶ
入
六
二
番
地
七

ふ
く
し
ま
中
央
森
林
組
合

田
村
郡
小
野
町
大
字
小
野
新
町
字
知
宗
五
九
番
地
二
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公

告

東
白
川
郡
森
林
組
合

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
棚
倉
字
南
町
一
〇
〇
番
地
二

西
白
河
地
方
森
林
組
合

白
河
市
旭
町
一
丁
目
二
四
四
番
地
一

会
津
北
部
森
林
組
合

喜
多
方
市
字
舞
台
田
三
一
二
八
番
地
八

耶
麻
西
部
森
林
組
合

同

市
山
都
町
字
谷
地
二
二
八
一
番
地
一

西
会
津
町
森
林
組
合

耶
麻
郡
西
会
津
町
尾
野
本
字
樋
ノ
口
原
乙
一
四
六
〇

会
津
若
松
地
方
森
林
組
合

会
津
若
松
市
城
前
二
番
三
号

下
郷
町
森
林
組
合

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
豊
成
字
下
モ
六
二
七
六

田
島
町
森
林
組
合

同

郡
南
会
津
町
田
島
字
行
司
七
六

只
見
町
森
林
組
合

同

郡
只
見
町
大
字
只
見
字
宮
前
一
三
九
〇

伊
南
村
森
林
組
合

同

郡
南
会
津
町
小
塩
字
上
ミ
原
八
〇

舘
岩
村
森
林
組
合

同

郡
同

町
松
戸
原
五
一

相
馬
地
方
森
林
組
合

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
四

飯
舘
村
森
林
組
合

相
馬
郡
飯
舘
村
草
野
字
本
町
八
三

双
葉
地
方
森
林
組
合

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
小
良
ヶ
浜
字
市
ノ
沢
九
五
番
地

一

い
わ
き
市
森
林
組
合

い
わ
き
市
平
字
正
内
町
一
〇
七
番
地
三

福
島
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会

福
島
市
中
町
五
番
一
八
号

福
島
県
郡
山
地
区
木
材
製
材
協
同
組
合

郡
山
市
田
村
町
金
沢
字
大
六
一
四
九
番
地
一
〇

東
白
製
材
協
同
組
合

東
白
川
郡
塙
町
大
字
台
宿
字
下
稲
荷
沢
三
八
五
番
地

一

相
馬
木
材
産
業
協
同
組
合

相
馬
市
光
陽
二
丁
目
二
番
地
一
二

原
町
木
材
製
材
協
同
組
合

南
相
馬
市
原
町
区
旭
町
二
丁
目
六
五

浪
江
製
材
協
同
組
合

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
矢
沢
町
四
四
番
地
一

富
岡
地
区
製
材
協
同
組
合

同

郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
王
塚
六
七
六
番
地
一

福
島
県
勿
来
地
区
木
材
製
材
協
同
組
合

い
わ
き
市
佐
糠
町
碇
田
一
一

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

森
林
林
業
領
域
担
い
手
緑
化
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
小
川
町
上
小
川
字
小
川
山
、
川
前
町
川
前
字
茄
子
平
、
字
山
下
谷
、
字
棚
木
及
び
字
外

門
、
川
前
町
下
桶
賣
字
高
部
、
字
上
高
部
及
び
字
荻
、
川
前
町
小
白
井
字
精
斉
、
三
和
町
合
戸
字
細

戸
、
三
和
町
下
永
井
字
軽
井
澤
、
三
和
町
下
三
坂
字
下
三
坂
及
び
字
北
山
、
三
和
町
中
三
坂
字
湯
ノ

向
並
び
に
四
倉
町
八
茎
字
片
倉(

以
上
十
五
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
領
域
治
山
対
策
グ
ル
ー
プ
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

森
林
林
業
領
域
治
山
対
策
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
２
２
４
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
県
政
広
報
に
関
す
る
テ
レ
ビ
番
組
の

制
作
及
び
放
送
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特

例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

)
第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
19年
４
月
27日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

県
政
広
報
に
関
す
る
テ
レ
ビ
番
組
(し
ゃ
く
な
げ
ニ
ュ
ー
ス
)
の
制
作
及
び
放
送
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
グ
ル
ー
プ
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
知
事
直
轄
知
事
公
室
県
政
広
報
グ
ル
ー
プ
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
19年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

福
島
テ
レ
ビ
株
式
会
社
福
島
県
福
島
市
御
山
町
２
番
５
号

５
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

34,878,811円
６
随
意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

特
例
政
令
第
10条
第
１
項
第
１
号
該
当

(知
事
公
室
県
政
広
報
グ
ル
ー
プ
)
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製
造
事
業
場

等
の
名
称

及
び
所
在
地

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

東
京
都
中
央
区

日
本
橋
一
丁
目

５
―
６

東
京
太
陽
株
式

会
社 製
造
事
業
場

等
の
名
称

及
び
所
在
地

収
去
場
所

(収
去
年
月
)

須
賀
川
市
岩
作

16―
１

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
南
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
３
月
)

会
津
若
松
市
町

北
町
大
字
始
字

深
町
12

福
島
県
酪
農
業

協
同
組
合
会
津

事
業
所
(平
成

18年
11月
)

収
去
場
所

(収
去
年
月
)

飼
料
の
名
称

(飼
料
の
種
類
)

く
み
あ
い
配
合
飼

料
平
牧
若
豚
Ｓ
Ｔ

ペ
レ
ッ
ト
(肉
豚

肥
育
用
配
合
飼
料
)

カ
ナ
ダ
チ
モ
シ
ー

(輸
入
乾
牧
草
)

飼
料
の
名
称

(飼
料
の
種
類
)

製
造
年
月

平
成
19年
２
月

平
成
18年
９
月

製
造
年
月

試
験
結
果
の
概
要

14.9

7.3 粗た
ん
白
質

試
験
結
果
の
概
要
(
％
)

3.0

1.9 粗脂
肪

2.8

32.6

粗繊
維

4.2

5.9 粗灰
分

0.65

0.23

カ
ル
シ
ウ
ム

備
考

0.47

0.17

り
ん

― ― そ
の
他
の
検
査

― ― 備
考

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

東
京
都
中
央
区

日
本
橋
一
丁
目

５
―
６

東
京
太
陽
株
式

会
社 製
造
事
業
場

等
の
名
称

及
び
所
在
地

須
賀
川
市
岩
作

16―
１

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
南
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
３
月
)

会
津
若
松
市
町

北
町
大
字
始
字

深
町
12

福
島
県
酪
農
業

協
同
組
合
会
津

事
業
所
(平
成

18年
11月
)

収
去
場
所

(収
去
年
月
)

く
み
あ
い
配
合
飼

料
平
牧
若
豚
Ｓ
Ｔ

ペ
レ
ッ
ト
(肉
豚

肥
育
用
配
合
飼
料
)

カ
ナ
ダ
チ
モ
シ
ー

(輸
入
乾
牧
草
)

飼
料
の
名
称

(飼
料
の
種
類
)

平
成
19年
２
月

平
成
18年
９
月

製
造
年
月

カ
ド
ミ
ウ
ム
鉛
水
銀

カ
ド
ミ
ウ
ム
鉛
水
銀

試
験
結
果
の
概
要

備
考

公
告
第
二
百
二
十
五
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
ま
で
の
間
に
収
去
し

た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

１
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

注
１
飼
料
の
名
称
の
欄
中
｢規
｣
は
､
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

第
27条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｡

２
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
に
は
､
個
別
検
査
項
目
別
に
試
験
結
果
を
示
し
､
表
示
さ
れ
た
栄
養

成
分
量
に
対
し
て
過
不
足
が
あ
っ
た
場
合
に
は
､
備
考
の
欄
に
そ
の
過
不
足
の
量
を
示
す
｡

２
安
全
性
に
関
す
る
検
査

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
に
は
､
違
反
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
を
示
し
､

違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
及
び
検
査
結
果
を
示
し
､
備
考
の
欄
に
そ
の
内
容

を
示
す
｡

(

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー)

公
告
第
二
百
二
十
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

安
積
疏
水
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

大
槻

忠
喜

須
賀
川
市
舘
ヶ
岡
字
本
郷
一
五
三
番
地(

農
村
整
備
領
域
農
村
計
画
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
二
十
七
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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福
島
県
病
院
局

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

高
郷
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

小
林

金
伊

喜
多
方
市
高
郷
町
夏
井
字
夏
井
三
九
〇
八
番
地

(

農
村
整
備
領
域
農
村
計
画
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
二
十
八
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
安
積

疏
水
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
が
あ
っ
た
者
の
役
別
、
氏
名
及
び
住
所

役
別

氏
名

住
所

理
事

馬
場

亨
守

変
更
前

安
達
郡
本
宮
町
字
大
森
二
二
番
地
の
一
〇

変
更
後

本
宮
市
本
宮
字
大
森
二
二
番
地
の
一
〇

同

渡
邊

雄
一

変
更
前

安
達
郡
本
宮
町
大
字
仁
井
田
字
上
野
台
一
一
番
地

変
更
後

本
宮
市
仁
井
田
字
上
野
台
一
一
番
地
(

農
村
整
備
領
域
農
村
計
画
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
二
十
九
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
測
量
の

実
施
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
十
日
付
け
で
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

南
相
馬
市

二

測
量
期
間

平
成
十
九
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

基
本
測
量(

一
等
磁
気
測
量)

(

土
木
総
務
領
域
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
三
十
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
十
日
付
け
で
国
土
交
通
省

東
北
地
方
整
備
局
磐
城
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

南
相
馬
市
原
町
区
上
渋
佐
及
び
双
葉
郡
大
熊
町
大
字
熊

二

測
量
開
始
期
日

平
成
十
八
年
九
月
二
十
八
日

三

測
量
終
了
期
日

平
成
十
九
年
二
月
二
十
日

四

作
業
の
種
類

公
共
測
量(

道
路
計
画
図
作
成)

(

土
木
総
務
領
域
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
病
院
事
業
職
員
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
19年
４
月
27日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者
茂
田
士
郎

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
１
２
号

福
島
県
病
院
事
業
職
員
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
病
院
事
業
職
員
公
舎
規
程
(平
成
16年
福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
８
号
)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
｡

別
表
木
造
の
項
中
｢145円

｣
を
｢190円

｣
に
､
｢168円

｣
を
｢220円

｣
に
改
め
､
同
表
そ
の
他

10
15

の
構
造
の
項
中
｢211円

｣
を
｢277円

｣
に
改
め
､
同
表
備
考
２
の
表
木
造
の
項
中
｢
｣
を
｢
｣

100
100

30
35

50
55

5
に
､
｢
｣
を
｢
｣
に
､
｢
｣
を
｢
｣
に
改
め
､
同
表
そ
の
他
の
構
造
の
項
中
｢
｣

100
100

100
100

100
10

15
20

25
30

35
40

45
を
｢
｣
に
､
｢
｣
を
｢
｣
に
､
｢
｣
を
｢
｣
に
､
｢
｣
を
｢
｣
に
､
｢
｣

100
100

100
100

100
100

100
100

50
50

55
を
｢
｣
に
､
｢
｣
を
｢
｣
に
改
め
る
｡

100
100

100
附
則

１
こ
の
規
程
は
､
平
成
19年
５
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

２
改
正
後
の
福
島
県
病
院
事
業
職
員
公
舎
規
程
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
平
成
19年
５
月
１
日
か
ら

平
成
21年
３
月
31日
ま
で
の
間
に
お
い
て
改
正
後
の
福
島
県
病
院
事
業
職
員
公
舎
規
程
の
規
定
に
基

づ
き
算
定
さ
れ
る
公
舎
の
入
居
料
の
月
額
(以
下
｢新
入
居
料
月
額
｣
と
い
う
｡
)
が
改
正
前
の
福

島
県
病
院
事
業
職
員
公
舎
規
程
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
公
舎
の
入
居
料
の
月
額
(以
下
｢旧
入
居
料

月
額
｣
と
い
う
｡
)
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
公
舎
の
入
居
料
の
月
額
は
､
次
の
表
の
左
欄
に

掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
､
当
該
右
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
｡

平
成
19年
５
月
１
日
か
ら
当
該
新
入
居
料
月
額
か
ら
当
該
旧
入
居
料
月
額
を
減
じ
て
得
た
額

平
成
20年
３
月
31日
ま
で
の
３
分
の
２
に
相
当
す
る
額
を
､
当
該
新
入
居
料
月
額
か
ら
減
じ

て
得
た
額
(そ
の
額
に
10円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の

端
数
を
切
り
捨
て
た
額
)

平
成
20年
４
月
１
日
か
ら
当
該
新
入
居
料
月
額
か
ら
当
該
旧
入
居
料
月
額
を
減
じ
て
得
た
額
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福
島
県
警
察
本
部

福
島
県
収
用
委
員
会

平
成
21年
３
月
31日
ま
で
の
３
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
､
当
該
新
入
居
料
月
額
か
ら
減
じ

て
得
た
額
(そ
の
額
に
10円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の

端
数
を
切
り
捨
て
た
額
)

(管
理
グ
ル
ー
プ
)

福
島
県
警
察
本
部
公
告
第
２
６
号

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の

で
､
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

｡
以
下
｢施
行
令
｣
と
い
う
｡
)
第
167条

の
６

第
１
項
及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
｡
以
下
｢財
務
規
則
｣
と
い
う
｡
)

第
246条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
19年
４
月
27日

福
島
県
警
察
本
部
長
綿
貫

茂
１
入
札
に
付
す
る
事
項

�
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計
一
式
(搬
入
､
据
付
け
､

調
整
等
を
含
む
｡
)

�
借
入
物
品
の
仕
様
等
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
｡

�
借
入
期
間
平
成
19年
６
月
１
日
か
ら
平
成
24年
５
月
31日
ま
で

�
納
入
場
所
福
島
県
警
察
本
部
刑
事
部
科
学
捜
査
研
究
所
(福
島
県
福
島
市
荒
井
字
下
笊
森
50

番
地
)

２
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
､
か
つ
､
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
施
行
令
第
167条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
指
名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ

る
こ
と
｡

�
こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
類
似
す
る
物
品
に
つ
い
て
､
生
産
し
､

販
売
し
､
又
は
貸
与
し
た
相
当
期
間
の
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
当
該
物
品
を
借
入
期
間
内
に
確
実
に
貸
与
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

３
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
所
定
の
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
に
､
２
の
�
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
､
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
､
当
該
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
｡

な
お
､
平
成
19年
５
月
７
日
(月
)
午
後
５
時
ま
で
に
当
該
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
､
当

該
資
格
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
｡

郵
便
番
号
960‐

8686
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

福
島
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

電
話
番
号
024‐

522‐
2151

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
入
札
書
の
提
出
場
所
､
契
約
条
項
を
示
す
場
所
､
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ

先
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
｡

�
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
平
成
19年
５
月
14日

(月
)
午
後
２
時
福
島
県
警
察
本

部
入
札
室
(福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
５
番
75号
)

�
そ
の
他
郵
便
に
よ
る
入
札
は
､
不
可
と
す
る
｡

５
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

�
入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札

保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
249条

第
１
項
各
号
に
該
当
す

る
場
合
に
お
い
て
は
､
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

�
契
約
保
証
金

落
札
者
は
､
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
229条

第
１
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､

契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

６
入
札
の
無
効

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
､
無
効
と
す
る
｡

７
そ
の
他

�
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
､
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
(当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
､
入
札
者
は
､
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
､
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
10

5分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
｡

�
落
札
者
の
決
定
方
法
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
｡

�
契
約
書
作
成
の
要
否
要

�
そ
の
他
詳
細
は
､
入
札
説
明
書
に
よ
る
｡

(会
計
課
)

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
の

収
用
に
つ
い
て
平
成
十
九
年
四
月
十
八
日
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会

長

渡

�

健

壽
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷

古紙配合率100％再生紙を
使用しています

一

ペ
ー
ジ

下 段

後
ろ
か

ら
九 行

改
め
、｢

(

吏
員
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

正

改
め
、
同
条
第
二
項
中

誤

一

起
業
者
の
名
称

福
島
県

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
六
角
川
改
修
工
事(

床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
・
左
岸
及
び
右
岸

：

福
島
県
二
本
松
市
若
宮
一
丁
目
地
内
か
ら
左
岸

：

同
市
若
宮
一
丁
目
地
内
、
右
岸

：

同
市
成
田
町
一

丁
目
地
内
ま
で)

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

地

目

地

積(

平
方
メ
ー
ト
ル)

収
用
し
よ
う
と
す

所

在

地
番

る
土
地
の
面
積

登
記
簿

現

況

登

記

簿

実

測

(

平
方
メ
ー
ト
ル)

福
島
県

三
三

宅

地

宅

地

一
七
七
・
二

一
七
七
・
二
八

一
七
七
・
二
八

二
本
松

四
番

八

市
若
宮

二

一
丁
目

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

森
田

一
夫

福
島
県
二
本
松
市
若
宮
二
丁
目
二
〇
一
番
地
二

五

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
権
利
の
種

類
な
し正

誤

○
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第
三
十
号
中
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